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株主優待制度の新設に関するお知らせ 
 
 

 当社は、平成 17年 6月 29 日開催の取締役会において、株主優待制度の新設に関し、下

記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

  

１． 株主優待制度新設の目的 

株主の皆様の、日頃のご支援にお応えするとともに、一般投資家の皆様に当社知名

度の向上を図り、安定株主作りの一助とすることを目的としております。 

 

２． 株主優待制度の内容 

毎年 3 月 31 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の

皆様に対して、下記基準で進呈します（年 1回）。 

 

   ①進呈基準   100 株（1単元）以上保有の株主の皆様 

   ②優待内容   一律に「銘柄米 ５kg」 

    

３． 実施開始時期 

本年度は、平成 17年 9月 30 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株

主の皆様より実施いたします。 

 

４． 進呈時期 

   平成 17年 11 月中旬頃に進呈いたします。 

 

                                以 上 


